
高額所得者に対する市営住宅の明渡請求事務実施要綱 

 

制  定：昭和 47 年 10 月 1 日 

最近改正：令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大阪市営住宅条例（以下「条例」という。）及び同施行規則（以下「規

則」という。）に規定する高額所得者に対する市営住宅の明渡請求事務の実施について、

必要な事項を定めることを目的とする。 

（収入の認定） 

第２条 条例第 33条第２項に規定する高額所得者認定の基礎となる収入の算定は、次によ

るものとする。 

(1) 条例第 23 条第１項の規定による収入申告（以下「収入申告」という。）に基づき、

同条第３項で認定した収入（以下「認定収入」という。）を算定基礎とし、高額所得者

に対して通知をする日の直近の認定収入とその前年の認定収入をもって最近２年間の

収入とする。 

(2) 収入申告がない場合は、条例第 40条第１項に基づき調査した収入をもって前項の収

入とする。 

（入居期間の算定） 

第３条 条例第 33条第２項に規定する入居期間（５年以上）は、市営住宅の入居承認日（入

替入居者の場合は、当初の市営住宅の入居承認日）から毎年 10月１日までの期間を算定

する。ただし、建替えによる仮移転期間を除く。 

（高額所得者に対する通知） 

第４条 条例第 33 条第２項及び規則第 20 条第２項に基づく通知は、高額所得者認定通知

書（別記様式第１号）により通知する。ただし、収入認定・家賃決定通知書により通知

した事項を除くものとする。 

２ 規則第 20条第２項に規定するその他必要な事項として、公営住宅法施行令第９条に基

づき算定した収入及び入居年月日を通知する。 

（収入変動に対する措置及び通知の更正） 

第５条 高額所得者は、前条の通知を受けた時点において収入に変動があり明渡基準を超

過していない場合はその通知書の受領日から、その後において超過しなくなった場合に

はその事由が生じた日から、１月以内に、別に定める収入変動に伴う家賃減額申請書に

より申し出ることができる。 

２ 前項の申し出があった場合は、その事実について調査し、その結果を収入変動に伴う

家賃減額申請書に対する高額所得者の判定結果通知（別記様式第３号）により通知する。 

（市営住宅明渡相談書の提出） 

第６条 高額所得者に対しては、市営住宅の明渡しについての相談、指導のため市営住宅

明渡相談書（別記様式第４号）の提出を求める。 



（相談及び指導） 

第７条 市営住宅の明渡しに関する相談及び指導は、次により行う。 

(1) 高額所得者に対して、来庁を求めて行う。 

(2) 相談時には、明渡制度の説明及び相談書の検討のほか、住宅等のあっせんの提示を

行い、さらに、明渡期限等について協議する。 

（移転先住宅等のあっせん） 

第８条 条例第 38条の規定により、高額所得者に対してあっせんする移転先住宅等は、原

則として、次の各号に定める住宅等とする。 

(1) 賃貸住宅 

特定優良賃貸住宅及び独立行政法人都市再生機構、大阪府住宅供給公社、大阪市住

宅供給公社の賃貸住宅 

(2) 分譲住宅 

独立行政法人都市再生機構、大阪府住宅供給公社及び大阪市住宅供給公社の分譲住

宅 

(3) 分譲住宅地 

独立行政法人都市再生機構の分譲住宅地 

(4) 融資 

独立行政法人住宅金融支援機構融資 

２ 前項に規定する住宅等のあっせんは、住宅等の場所、種類、家賃等必要な事項を提示

して行う。 

（明渡期限） 

第９条 条例第 36条第２項に規定する市営住宅の明渡期限は、明渡請求をする日の翌日か

ら起算して６月以上１年以内の日の属する月の末日とする。ただし、すでに移転先住宅

の入居予定日が決定している等特別な事由がある場合は、明渡請求の日からおおむね２

年を超えない範囲内で定める。 

２ 市営住宅の明渡相談書の提出を拒否し相談に応じない場合、正当な理由がなくあっせ

んを拒否した場合、その他高額所得者に誠意が見られない場合の明渡請求期限は、明渡

請求をする日の翌日から起算して６月を経過した日の属する月の末日とする。 

（明渡請求） 

第 10条 明渡請求は、内容証明(配達証明付)郵便により明渡請求書（別記様式第５号）を

送達して行う。 

（明渡期限の延長） 

第 11 条 高額所得者は、規則第 23 条第２項により明渡期限の延長を受けようとするとき

は、市営住宅明渡期限延長申請書（別記様式第６号）を提出しなければならない。 

２ 前項の申請があった場合は、明渡期限延長基準（別表）により審査し、その結果を市

営住宅明渡期限延長決定通知書（別記様式第７号）又は同申請書不承認通知書（別記様

式第８号）により通知する。 

 



（明渡請求の取消し） 

第 12条 高額所得者が、死亡してその世帯の収入に変動が生じたため明渡基準を超過しな

くなったとき、その他これに準ずる特別の事由が生じたときは、明渡請求を取消すこと

ができる。 

２ 明渡請求を取消した場合は、市営住宅明渡請求取消通知書（別記様式第９号）により

通知する。 

（明渡請求等の特例） 

第 13条 本市が行う住宅地区改良事業、住環境整備事業もしくは市街地再開発事業等公共

事業の事業対象者が公営住宅に入居した場合、又は当該公共事業対象者が入居した市営

住宅の建替事業等により他の公営住宅に入居した場合においては、第６条から第 12条ま

での規定は適用しない。 

（高額所得者の記録管理） 

第 14条 高額所得者の明渡請求に関する記録管理は、高額所得者台帳により行う。 

 

 

附 則 

この要綱は、昭和 47年 10月１日より実施する。 

 

附 則（平成 10年４月１日改正） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 10年４月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の要綱（以下「新要綱」という。）第２条により認定する平成

10年度の高額所得者認定の基礎となる収入のうち平成７年中の収入については、この要

綱による改正前の要綱（昭和 47 年９月 30 日都市整備局長決裁）第２条により認定した

収入をもって、新要綱第２条における認定収入とみなす。 

 

附 則（平成 20年３月 27日改正） 

この要綱は、平成 20年４月１日より適用する。 

 

附 則（平成 28年３月 31日改正） 

この要綱は、平成 28年４月１日より適用する。 

 

附 則（平成 28年５月２日改正） 

この要綱は、平成 28年５月２日より適用する。 

 

附 則（令和３年３月 31日改正） 

この要綱は、令和３年４月１日より適用する。 



 

附 則（令和６年４月１日改正） 

この要綱は、令和６年４月１日より適用する。 

 

附 則（令和７年４月１日改正） 

この要綱は、令和７年４月１日から実施する。 



（明渡期限延長基準） 

 

１．入居者又は同居親族が傷病にかかっている場合 

 

傷 病 者 

認定収入から治療費を控除したものが 

明渡基準を下回るとき 明渡基準を下回らないとき 

入居者又は配偶者 傷病治癒後 ６月延長 傷病治癒後 ３月延長 

収入のある同居家族 同上 ３月延長 同上 １月延長 

扶養家族 同上 １月延長 同上 １月延長 

摘 要 
傷病の程度は、いずれの場合も１月以上の入院治療を要する

程度とする。 

 

２．近い将来、定年退職する等の事由により収入が著しく減少することが予想される場合 

 

対 象 者 期 間 

入居者、配偶者及び同居親族 ２年以内に定年退職するとき、２年を限度に延長 

摘 要 
延長期限満了のときは、あらためて収入調査のうえ

決定する 

 

３．災害により著しい損害を受けた場合 

災害により入居者又は同居親族の財産に受けた損失額の合計が、月収の３倍を超える

場合は、その実情により１年を超えない範囲で延長する。 

 

４．その他前各号に準ずる特別の事情がある場合 

 

 



別記様式第１号 

 

 



別記様式第２号 削除 



別記様式第３号





別記様式第４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



別記様式第５号 



別記様式第６号 



別記様式第７号 



別記様式第８号 



別記様式第９号 

 


